
�¥i����Ĉŕ����Q�d¨��ÓŖÌ

]���R

t

�O%�

��¥ł£ÞĿ.ĥĔĉ-Ŀ#:Ö\.Fĵ<Ãâ#:Ö\

�1¥ļi�ACE@=D��kô�2 œ

��¥Ė�.mŃ-Ŀ#:Ö\ĉ.Fĵ<Ãâ#:Ö\

�1Ēt¢NLĵNLĨ2 Ŕ

��¥|ĻÖ\.Fĵ<Ãâ#:Ö\

�1¥äNÝ¢¥äôëĵ¹ČXäĨ2 Ŗ

��¥Ðq�¾ńÖ\.Fĵ<Ãâ#:Ö\

�1¥äNÝ¢¥äôëĵ¥äzbĨ2 ŗ

�{ĵ�ŀĶ¥ģ÷LÜí�i�ŋp��y÷ÅòLÜÊěĢĄ<¬á#:Ö\

�1ċĶ¥¢Ķ¥ÅaĵĶ¥Åa¿įĨ2 ��

��¥îŁ��.���Se�ĐJ�Ôtĉ-Ŀ#:Ö\.Fĵ<Ãâ#:Ö\

�1îŁ¢ĒtĵĒtĨ2 ��

��¥åĲLÜĐåÖ\.Fĵ<Ãâ#:Ö\

�1GHåĲ¢ď�T÷�2 ��

��¥HåĲÖ\.Fĵ<Ãâ#:Ö\

�1GHåĲ¢>EB?¿įĵĐ¾åĥaĨ2 �)

��Éit�ê�0�ÉĘçê.Fĵ<Ãâ#:ê±.Êě-W5Ŀ^Ö\.Åa

ĉ-Ŀ#:Ö\

�1Ēt¢NLĵNLĨ2 ��

��¥Vģ¨«SõĖ�.ĐJ�0Īõ®c-Ŀ#:Ö\

�1Ēt¢NLĵrtĨ2 �

N41+A�80O%3�65�

�;@q?Qn3hb`2n�7O%3�k9HT�7O%v!5)BO%_{�4w

�¥i����Ĉŕ� Q�d¨��ÓŖÌûě

　堺市公報
ûě

�¥ŌĒt¢ěÄĵênÆÒĨō

�¥�y{óöőøŏ�

���



�¥i����Ĉŕ����Q�d¨��ÓŖÌ

�Õ¥.ł£ÞĿ*3:�¥Íéx#638īÇŊëõĉLÜĕĴ���V�0�¥iu

ÁÛ�zb¿įLÜĴ���V<%;&;¬á#:5.

�;@c63,r2n�7O%`3�k9HT�7O%v!5)BO%_|x4w

�à-À�:Ö\-(4)�·¨Ğ²ġN~/Ğ_YN-^:ßÚ�0mŃ-Ŀ#:Ģ�

<o:5.

���	��¥Ė�.mŃ-Ŀ#:Ö\

���	��¥Ė�.ĐJ-Ŀ#:Ö\

���	��¥Ė�ĮĖ»°ÂĐÖ\

���	��¥Ė�ĉ.ËĪ-Ŀ#:Ö\

��		��¥i�TÜĖ�.ĐJ.ąŉ�0�ï<�4:Ö\

��
	��¥Ć�ÙĖ�.ĐJ�0ËĪ-Ŀ#:Ö\

�;@2mO%3�k9HT�7O%v!5)BO%_|y4w

�XäĂ-Íã.Ĥĭ93:ĕ-(4)�°ħÍãĉ<ĝ#|Ļ<|Ļüĺ*�: ++

#:5.

�;@L.7GsO%3�k9HT�7O%v!5)BO%_|z4w

�Öň.$;<`â#:5.

�1k<ol@g\ PX>+8u-9:0\IZ PKef^9DS�7O%v!5)

BO%_|{4w

�{ĵ�ŀĶ¥ģ÷LÜí�i�ŋp��y÷ÅòLÜ.h)9čK"''4�ÕÖ\<

¬á#:5.

�;@Yp763=6"*a�M/`2n�7O%3�k9HT�7O%v!5)

BO%_||4w

�îŁ��.ßÚ�0mŃ-Ŀ#:Ģ�.ġÿ"<ě55.

�;@Uj PaUO%3�k9HT�7O%v!5)BO%_|}4w

���	��ŀ©�åĲTÜ�.åĲõå]ĐÇĹ.¯H�<Ĭ26�åĲÇĹ<¯�H�:

5.

���	�ĐåğĔ.[õ<Ľ�"�~/Uá"'��-7�:�ÕÇĹ.Ċ�Éê<�Ñ#

:5.

���	�ăāĉÊĥ-�#:ÇĹĊ�.ð\<¬á#:5.

���	�½�ĐåğĔ¤LLÜĕ.½�-ÑÈn< g#:5.

���



�¥i����Ĉŕ����Q�d¨��ÓŖÌ

�

�;@�UjO%3�k9HT�7O%v!5)BO%_|~4w

���	�HåĲ¾åĥa¤LĩS¼Ĝĕ+")�ŀªHåĲzV.üĺ<����zV88

ĩS¼ĜĕĦ.MP<��)4:ĕ<ĩS¼Ĝĕ+")Ģ�#:++5-�Õ¥-7

�:ĩS¼Ĝĕ.üĺĉ-^:Ģ�<o:5.

���	�ijHåĲ.[õ<Ľ�"�~/Uá"'��-7�:�Õ[õÇ.Ċ�Éê<�

Ñ#:5.

���	�¥½�¾åĥa¤LÜĕ.½��0ĩS¼Ĝĕ.üĺ~/%.�î"-^:ĠR8

8·¨Ğ²ġN�0Ğ_YN-^:Ģ�<o:5.

�:J+/6W34:JdVW3�k9HT�7WF3Ke2$�n&O%3I'`2n

�7O%v!5)BO%_|�4w

��Éit�ê�0�ÉĘçê.FĵÃâ-79�Vģ¨«SõĖ�n«9 g!;: 

+-W4�à-À�:Ö\-(4)Vģ¨«SõĖ�.Sõĉ-Ŀ#:ºĠ.Ãâ<ě5

++5-�%.OĿ^êQ.Ãâĉ-W5Ģ�.Åa<ě55.

���	��¥Ė�.mŃ-Ŀ#:Ö\

���	��¥Ė�.¶¸.»đ�0s×-Ŀ#:Ö\

���	��¥Ė�.ĐJ-Ŀ#:Ö\

���	��¥Ė�ĮĖ»°ÂĐÖ\

��		��¥Ė�.vtÎľ�UÌ�UÏĉ-Ŀ#:Ö\

��
	��¥Ė�.}ôn«-Ŀ#:Ö\

��(	���.�Éij�Z.ÞĿĉ-ìĳ!;:Ė�.lİĉ-Ŀ#:Ö\

��)	��¥Ė�.ėfUÜĉ-Ŀ#:Ö\

��	��¥Ė�ĉ.ËĪ-Ŀ#:Ö\

����	��¥iþýêNĉ1.Ė�.ìĳĉ-Ŀ#:Ö\

����	��¥NLěÄ.ı�ĉ.ñè.iĝ-Ŀ#:Ö\

����	��¥Ň§v.Ė�.�ĸ�0Īõ®c-Ŀ#:Ö\

����	��¥ĦNĉ.�Ī®c-Ŀ#:Ö\

����	��¥i�TÜĖ�.ĐJ.ąŉ�0�ï<�4:Ö\

���		��¥Ė��0Ďē.ë´w-Ŀ#:Ö\

���
	��¥ł£ÞĿ.ĥĔĉ-Ŀ#:Ö\

���(	��¥¡fµ´ð�ùú�ØVÖ\

���)	��¥ěÄIÔ�ØêÊěÖ\

���	��¥½�ņú�ØVÖ\

�;@#gBC"[c63a�34i[E(2n�7O%v!5)BO%_|�4w

���



�¥i����Ĉŕ����Q�d¨��ÓŖÌ

��Éit�ê�0�ÉĘçê.FĵÃâ-79�Vģ¨«SõĖ�n«9 g!;: 

+-W4�Vģ¨«SõĖ�.ĐJ�0Īõ®c.ÂĐĉ-Ŀ"�³Ġ,Lň<�4:5

.

���



�¥i����Ĉŕ����Q�d¨��ÓŖÌ

����Ā6i�/ .Æć<���

���Ņ#75-ķĔ#: +���

��¥ł£ÞĿ.ĥĔĉ-Ŀ#:Ö\.Fĵ<Ãâ#:Ö\<i¦#:0

���Q�d¨ŏŎÓŖÌ

�¥ļ�æ�Ě�ę�Þ���

�¥Ö\Ĉőŗ�

�¥ł£ÞĿ.ĥĔĉ-Ŀ#:Ö\.

Fĵ<Ãâ#:Ö\

－ －3

議案第　77　号

堺市附属機関の設置等に関する条例の
一部を改正する条例

堺市附属機関の設置等に関する条例（平成 25年条例第 4号）の一部を次のように改正する。

別表の第 1項の表堺市旧泉北すえむら資料館活用等事業者選定委員会の項及び堺市公募提

案型協働推進事業選定委員会の項を削る。

　　附　則

（施行期日）

1 　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第 1項の表堺市公募提案型協働推

進事業選定委員会の項を削る改正規定は、令和元年 11 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 　前項ただし書に規定する日の前日において、現に堺市公募提案型協働推進事業選定委員

会の委員である者の任期は、この条例による改正前の別表の規定にかかわらず、同日まで

とする。
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議案第　78　号

堺市職員の分限に関する条例等の一部を改正
する条例

（堺市職員の分限に関する条例の一部改正）

第1条　堺市職員の分限に関する条例（昭和27年条例第12号）の一部を次のように改正する。

第 10 条中「第 16 条第 2号」を「第 16 条第 1号」に改める。

（堺市職員の給与に関する条例の一部改正）

第 2条　堺市職員の給与に関する条例（昭和 29 年条例第 6号）の一部を次のように改正する。

第 23 条第 1 項中「、若しくは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4 項の規定によ

り失職し」を削り、同条第 2項ただし書中「、若しくは法第 16 条第 1号に該当して法第

28 条第 4 項の規定により失職し」及び「若しくは失職」を削り、同条第 4項中「、若し

くは失職し」を削る。

第 23 条の 2 第 2 号中「（法第 16 条第 1 号に該当して失職した職員を除く。）」を削り、

同条第 4号中「処せたられた」を「処せられた」に改める。

第 24 条第 1 項後段中「、若しくは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4 項の規定

により失職し」を削り、同条第 2項第 1号中「、若しくは失職し」を削る。

（堺市職員退職手当支給条例の一部改正）

第 3条　堺市職員退職手当支給条例（昭和 31 年条例第 18 号）の一部を次のように改正する。

第 11 条第 1項第 2号中「（法第 16 条第 1号に該当する場合を除く。）」を削る。

（堺市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第4条　堺市職員等の旅費に関する条例（平成6年条例第4号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項第 7号中「付属する」を「附属する」に改める。

第 3条第 3項中「第 16 条第 2号、第 3号若しくは第 5号」を「第 16 条第 1号、第 2号

若しくは第 4号」に改める。

（堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第 5条　堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成 18 年条例第 38 号）の

一部を次のように改正する。

－ －5
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第 17 条第 1 項後段及び第 18 条第 1 項後段中「、若しくは地公法第 16 条第 1 号に該当

して地公法第 28 条第 4項の規定により失職し」を削る。

第 21 条第 2項第 2号中「（地公法第 16 条第 1号に該当する場合を除く。）」を削る。

（堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第 6条　堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成 28 年条例第 49 号）の一部を次

のように改正する。

第 22 条第 1項中「、法第 16 条第 1号に該当して法第 28 条第 4項の規定により失職し」

を削り、同条第 2項ただし書中「、失職」を削り、同条第 4項中「、失職し」を削る。

第 23 条第 1項中「、法第 16 条第 1号に該当して法第 28 条第 4項の規定により失職し」

を削り、同条第 2項第 1号中「、失職し」を削る。

　　附　則

　この条例は、令和元年 12 月 14 日から施行する。
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議案第　80　号

堺市印鑑条例の一部を改正する条例

堺市印鑑条例（昭和 62 年条例第 20 号）の一部を次のように改正する。

第 5条第 2項第 1号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和 42 年政令

第 292 号。以下「令」という。）第 30 条の 13 に規定する一の旧氏をいう。以下同じ。）」を加え、

「住民基本台帳法施行令（昭和 42 年政令第 292 号）第 30 条の 26 第 1 項」を「令第 30 条の

16 第 1 項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第 2号中「氏名」の次に「、

旧氏」を加える。

第 6条第 1項第 4号を次のように改める。

(4)　氏名（住民票に旧氏が記録されている者にあっては氏名及び旧氏、住民票に通称が記

録されている外国人住民にあっては氏名及び通称）

第 12 条第 1項第 2号を次のように改める。

(2)　氏名（住民票に旧氏が記録されている者にあっては氏名及び旧氏、住民票に通称が記

録されている外国人住民にあっては氏名及び通称）

　　附　則

　この条例は、令和元年 11 月 5 日から施行する。
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議案第　81　号

堺市暴力団排除条例の一部を改正する条例

堺市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 35 号）の一部を次のように改正する。

第 13 条第 1項中「第 2条第 2号」を「第 2条第 4号」に改める。

　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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議案第　84　号

南部大阪都市計画事業浜寺公園駅前土地区画
整理事業施行規程を廃止する条例

南部大阪都市計画事業浜寺公園駅前土地区画整理事業施行規程（平成18年条例第60号）は、

廃止する。

　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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議案第　90　号

堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に
関する条例の一部を改正する条例

堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成 20 年条例第 32 号）の一部

を次のように改正する。

第 4条中第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、同条第 3号中「免職」を「懲戒免職」に改

め、同号を同条第 2号とする。

第 5条第 2項各号列記以外の部分中「失なう」を「失う」に改め、同項第 2号中「前条各

号（第 3号を除く。）のいずれか」を「前条第 1号」に改める。

第 6条第 1項第 1号中「並びに条例」を「、条例」に改める。

　　附　則

　この条例は、令和元年 12 月 14 日から施行する。
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議案第　92　号

堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例

第 1条　堺市水道事業給水条例（昭和 33 年条例第 13 号）の一部を次のように改正する。

第 5条中「、所有者は」を削り、「本市の給水区域内に居住する代理人を選定し、連署

で管理者に届け出なければならない」を「管理者は、当該所有者をして市内に居住する代

理人を選定させることができる」に改める。

第 6条第 1項第 3号中「その他」を「前 2号に掲げるもののほか、」に改める。

第 8条中第 3項を削り、第 4項を第 3項とし、同条第 5項中「同項」を「第 1項」に改

め、同項を同条第 4項とする。

第 10 条第 1項中「第 5条」を「第 6条」に改める。

第 13 条第 1項中「次の各号」を「水道法（昭和 32 年法律第 177 号。以下「法」という。）

第 25 条の 3 第 1 項各号」に、「管理者の指定を受けたもの」を「、法第 16 条の 2 第 1 項

の規定に基づき管理者が指定したもの」に改め、同項各号及び同条第 2項を削り、同条第

3項中「第 1項の指定」を「前項の規定による指定又は法第 25 条の 3の 2第 1項の更新」に、

「指定手数料」を「別表の指定手数料」に、「指定を」を「指定又は更新を」に改め、「（以

下「指定証書」という。）」を削り、「指定証書交付手数料」を「同表の指定証書交付手数料」

に改め、同項を同条第 2項とし、同条第 4項中「その他」を「前 2項に定めるもののほか、」

に改め、同項を同条第 3項とする。

第 15 条を次のように改める。

第 15 条　削除

第 16条の見出し中「等」を削り、同条第 1項中「並びに前条の間接経費」を削り、同項

ただし書中「第 12条第 3項」を「同条第 3項」に改め、同条第 2項中「及び間接経費」を削る。

第 19 条第 4項を削る。

第 20 条第 1項ただし書中「又は」を「、若しくは」に改め、「変更して」の次に「、又

は随時に」を加える。

第 25 条第 2項中「1 個のメーターで 2以上の専用給水装置を使用した場合及び同条第 3

項に規定する」を削る。

����



�¥i����Ĉŕ����Q�d¨��ÓŖÌ

－ －46

第 26 条中第 2項を削り、第 3項を第 2項とし、第 4項及び第 5項を 1項ずつ繰り上げ、

同条第 6項中「月の中途」を「計量期間（定例日から次の定例日までの期間をいう。以下

この項及び次項において同じ。）の中途」に、「その月」を「その計量期間」に改め、同項

を同条第 5項とし、同条第 7項中「月の」を「計量期間の」に、「場合において」を「場

合について」に、「月分」を「計量期間分」に改め、同項を同条第 6項とし、同条第 8項

各号列記以外の部分を次のように改め、同項を同条第 7項とする。

管理者は、次に掲げる建物の所有者又は総代人から申請があった場合は、当該建物の

総使用水量をその総使用戸数で除して得た水量について料金を算定することができる。

第 26 条第 9項中「第 4項、第 6項及び第 7項」を「第 3項、第 5項及び第 6項」に改め、

同項を同条第 8項とする。

第 27 条第 1項を次のように改める。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和 32 年厚生省令第 38 号）第 2

条の規定により大阪府知事が指定した統制額の適用を受ける公衆浴場に係る従量料金に

ついて、当該公衆浴場を経営する者から申請があった場合は、第 25 条第 4項の規定に

かかわらず、次の表のとおりとすることができる。

使用区分
（メーター 1個 1月につき）

従量料金
（1 立方メートルにつき）

使用水量が 1,000 立方メートルまでの分 105 円
使用水量が 1,000 立方メートルを超え、
2,000 立方メートルまでの分 110 円

使用水量が 2,000 立方メートルを超える分 200 円

第 28 条第 2項中「変更して」の次に「、又は随時に」を加え、同条第 6項中「前項」を「第

4項」に改める。

第 28 条の 2を次のように改める。

（料金の変更に伴う措置）

第 28 条の 2　料金の額の変更に伴い、既納の料金に過不足が生じたときは、その差額を

追徴し、若しくは未納の料金で精算し、又は以後に徴収する料金で調整を行うものとす

る。ただし、精算する料金がないとき、又は調整を行うことが困難であると管理者が認

めるときは、還付することができる。

第 30 条第 1項中「前納し」を「納付し」に改め、同条第 2項ただし書中「応じる加入

金の額と改造前のメーターの口径に応じる加入金の額との差額」を「応じ同表に定める金

額と改造前のメーターの口径に応じ同表に定める金額との差額に 100 分の 110 を乗じて得
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た額」に改める。

第 30 条の 2を次のように改める。

（加入金の算定の特例）

第 30 条の 2　前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に係る加入金の額は、当

該各号に定めるところによる。ただし、管理者が特に認めた建物又は施設に係る加入金

の額は、管理者が別に定める額とする。

(1)　新たに貯水槽方式の建物又は施設に給水する場合　集約管の最大口径部分を前条第

2項の表に掲げるメーターの口径とみなして同項の規定により計算した額（複数の集

約管があるときは、集約管ごとに計算した額の合計額）

(2)　貯水槽方式の建物又は施設の集約管を改造する場合　改造後及び改造前の集約管の

最大口径部分をそれぞれ前条第 2項の表に掲げるメーターの口径とみなして、同項た

だし書を適用して計算した額（改造後又は改造前における集約管が複数であるときは、

改造後の集約管ごとに計算した額の合計額と改造前の集約管ごとに計算した額の合計

額との差額）

(3)　貯水槽方式の建物又は施設について貯水槽方式から直結直圧方式又は直結増圧方式

に改造する場合　改造後のメーターごとに計算した額の合計額と改造前の集約管の最

大口径部分を前条第 2項の表に掲げるメーターの口径とみなして同項の規定により計

算した額との差額（改造前に複数の集約管があるときは、改造後のメーターごとに計

算した額の合計額と改造前の集約管ごとに計算した額の合計額との差額）

第 32 条に後段として次のように加える。

　この場合においては、第 28 条の 2の規定を準用する。

第 2条　堺市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。

第 25 条第 4項の表中

「 従量料金
1立方メートルにつき

を

「 従量料金
（1 立方メートルにつき）

に改める。

40 円 37 円
125 円 122 円
125 円 122 円
185 円 182 円
230 円 227 円
275 円 272 円
310 円 307 円
325 円 322 円
335 円 」 332 円 」
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第 26 条第 5項を次のように改める。

5 　給水装置の使用を開始したとき、又は休止したときにおける料金のうち、次の各号に

掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間に係るものについては、次項及び第 7項の

規定により算定するものとする。

(1)　使用を開始したとき。　給水装置の使用を開始した日から直後の定例日までの期間

(2)　使用を休止したとき。　直前の定例日から給水装置の使用を休止した日までの期間

(3)　使用を開始し、かつ、直後の定例日までに使用を休止したとき。　給水装置の使用

を開始した日から休止した日までの期間

第 26 条第 8項中「及び第 6項」を「から第 8項まで」に改め、同項を同条第 10 項とし、

同条中第 7項を第 9項とし、同条第 6項中「計量期間」の次に「（定例日から次の定例日

までの期間をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同項を同条第 8項とし、同条第

5項の次に次の 2項を加える。

6 　前項に規定する期間の基本料金の額については、次の各号に掲げる使用日数の区分に

応じ、当該各号に定める額（1 円未満の端数は、切り捨てる。）とする。

(1)　31 日以内の場合　200 円に、前条第 3項の規定により算定した基本料金の額から

200 円を減じた額を 31 で除して得た額に当該使用日数を乗じて得た額を加えた額

(2)　31 日を超える場合　次に掲げる額を合計した額

ア　31 日ごとに、前条第 3項の規定により算定した基本料金の額

イ　使用日数からアの規定により基本料金を算定した日数を減じた日数（以下「残日

数」という。）については、前条第 3項の規定により算定した基本料金の額を 31 で

除して得た額に残日数を乗じて得た額

7　第 5項に規定する期間の従量料金は、当該期間に係る使用日数について 31 日を 1月

として算定し、31 日に満たない端数が生じる場合は、当該端数の日数を 1月とみなし

て算定する。

第 27 条第 2項及び第 3項を削る。

第 28 条第 4項中「料金の算定方法」を「第 26 条第 5項各号に規定する期間の料金は、

当該期間ごとに徴収し、その算定方法の詳細」に改める。

　　附　則

（施行期日）

1 　この条例中第 1条の規定は公布の日から、第 2条の規定は令和元年 12 月 1 日から施行
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する。

（経過措置）

2 　令和元年 12 月 1 日（以下「施行日」という。）前から給水装置の使用が継続している場

合について、施行日前における直近の計量の日の翌日から施行日以後における最初の計

量の日までの間における使用水量に係る基本料金及び従量料金（第 2条の規定による改正

前の堺市水道事業給水条例（以下「旧条例」という。）第 27 条第 2項の規定により算定す

るものを除く。）は、第 2条の規定による改正後の堺市水道事業給水条例（以下「新条例」

という。）の規定により算定するものとする。ただし、施行日以後における最初の計量の

日が旧条例第 20 条第 1項ただし書の規定により施行日前から施行日以後に変更されたも

のである場合の当該計量における使用水量（新条例第 21 条の規定により認定するものを

含む。）に係る料金の額は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により算定するも

のとする。

3 　この条例の施行の際、現に旧条例第 27 条第 2項の規定の適用を受けている者に対する

次の各号に掲げる期間における使用水量（新条例第 21 条の規定により認定するものを含

む。）に係る料金の額は、新条例の規定にかかわらず、当該各号に定めるところにより算

定した額とする。

(1)　施行日前における直近の計量の日の翌日から施行日以後における最初の計量の日（次

号において「施行後計量日」という。）までの期間　旧条例第 27 条第 2項の規定により

算定した額

(2)　施行後計量日の翌日から令和 2年 6 月 1 日（次項において「基準日」という。）以後

における最初の計量の日までの期間　新条例第 25 条第 4項の規定により算定した額か

ら旧条例第 27 条第 2項の規定により算定した額を減じた額に 100 分の 50 を乗じて得た

額を、新条例第 25 条第 4項の規定により算定した額から減じた額

4　第 2項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる区分に応じ、第 2項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項第 1号 使用水量 使用水量及び当該計量の日の翌日から
次の計量の日までの使用水量

旧条例の規定 旧条例第 27 条第 2項の規定
前項第 2号 施行日 基準日

使用水量 使用水量及び当該計量の日の翌日から
次の計量の日までの使用水量

旧条例の規定により算定 附則第 3項第 2号に定める額と
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（適用区分）

5 　第 1条の規定による改正後の第 30 条第 2項及び第 30 条の 2の規定は、この条例の公布

の日以後に第 11 条の規定により申込みがなされた工事に係る加入金について適用し、同

日前に申込みがなされた工事に係る加入金については、なお従前の例による。

6 　新条例第 26 条第 5項から第 7項までの規定は、給水装置の使用を開始した日以後にお

ける最初の計量の日又は給水装置の使用を休止した日が施行日以後であるものから適用

し、同日前であるものについては、なお従前の例による。
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議案第　93　号

堺市下水道条例の一部を改正する条例

第 1条　堺市下水道条例（昭和 37 年条例第 6号）の一部を次のように改正する。

第 5条の 2第 3項第 1号中「エ」を「オ」に改める。

第 5条の 3第 1項第 4号アを次のように改める。

ア　心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として管理

者が定めるもの

第 5条の 3第 1 項第 4号エ中「ウ」を「エ」に改め、同号中エをオとし、ウをエとし、

イをウとし、アの次に次のように加える。

イ　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第 6条の 3第 2項第 1号を次のように改める。

(1)　心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として管理者

が定めるもの

第 6条の 3第 2項中第 2号を第 3号とし、第 1号の次に次の 1号を加える。

(2)　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第 14 条中「その者に対して市内に居住する代理人の選定を命ずる」を「、その者をし

て市内に居住する代理人を選定させる」に改める。

第 17 条中「市」を「管理者」に改める。

第 2条　堺市下水道条例の一部を次のように改正する。

第 2条に次の 1号を加える。

(20)　責任技術者　下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会（以下「府

協会」という。）の登録を受け、府協会から下水道排水設備工事責任技術者証（以下「責

任技術者証」という。）の交付を受けている者をいう。

第 5条の 2第 3項第 4号中「下水道排水設備工事責任技術者（以下「責任技術者」とい

う。）」を「責任技術者」に改める。

第 6条第 1項中「次条第 1項に規定する責任技術者の登録を受けている者」を「責任技

術者」に改める。
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第 6条の 2から第 6条の 4までを削り、第 6条の 5及び第 6条の 6を次のように改める。

（責任技術者証の携帯）

第 6条の 2　責任技術者は、排水設備の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任

技術者証を携帯し、本市の職員から請求があったときは、これを提示しなければならな

い。

（責任技術者の登録の取消し等）

第 6条の 3　管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技

術者に係る登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる。

(1)　法、下水道法施行令（昭和 34 年政令第 147 号。以下「令」という。）又はこの条例

若しくはこれに基づく規程の規定に違反したとき。

(2)　前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と管理者が認めるとき。

第 6条の 7を削る。

第 19 条を次のように改める。

（使用料算定の特例）

第 19 条　前条第 1項の規定にかかわらず、公共下水道の使用を開始したとき、又は休止

したときにおける使用料のうち、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期

間に係るものについては、次項及び第 3項の規定により算定するものとする。

(1)　使用を開始したとき。　公共下水道の使用を開始した日から直後の定例日（堺市水

道事業給水条例（昭和33年条例第13号）第20条第1項に規定する日をいう。以下同じ。）

までの期間

(2)　使用を休止したとき。　直前の定例日から公共下水道の使用を休止した日までの期間

(3)　使用を開始し、かつ、直後の定例日までに使用を休止したとき。　公共下水道の使

用を開始した日から休止した日までの期間

2　前項に規定する期間の基本使用料の額については、次の各号に掲げる使用日数の区分

に応じ、当該各号に定める額（1 円未満の端数は、切り捨てる。）とする。

(1)　31 日以内の場合　200 円に、別表第 1に定める基本使用料の額から 200 円を減じた

額を 31 で除して得た額に当該使用日数を乗じて得た額を加えた額

(2)　31 日を超える場合　次に掲げる額を合計した額

ア　31 日ごとに、別表第 1に定める基本使用料の額

イ　使用日数からアの規定により基本使用料を算定した日数を減じた日数（以下「残

日数」という。）については、別表第 1に定める基本使用料の額を 31 で除して得た
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額に残日数を乗じて得た額

3　第 1項に規定する期間の従量使用料は、当該期間に係る使用日数について 31 日を 1

月として算定し、31 日に満たない端数が生じる場合は、当該端数の日数を 1月とみな

して算定する。

第 20 条第 2項中「（昭和 33 年条例第 13 号）」を削る。

別表第 2を次のように改める。

別表第 2

種類 金額
（1 件につき）

市指定排水設備工事業者指定手数料 9,000 円
市指定排水設備工事業者指定更新手数料 1,000 円
市指定排水設備工事業者指定証書交付手数料 1,000 円
証明手数料 200 円

　　附　則

（施行期日）

1 　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

(1)　第 2 条の規定中第 19 条及び第 20 条の改正規定　令和元年 12 月 1 日

(2)　第 2条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）　令和 2年 4月 1日

（経過措置）

2 　第 2条の規定の施行の際、現に同条による改正前の堺市下水道条例第 6条の 2に規定す

る責任技術者の登録を受けている者は、当該登録に係る有効期間内に限り、第 2条の規定

による改正後の堺市下水道条例（以下「新条例」という。）第 2条第 20 号に規定する責任

技術者とみなす。

（適用区分）

3 　新条例第 19 条の規定は、公共下水道の使用を開始した日以後における最初の計量の日

又は公共下水道の使用を休止した日が令和元年 12 月 1 日以後であるものから適用し、同

日前であるものについては、なお従前の例による。
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